
名称 位置 管轄区域

 葵消防署  静岡市葵区追手町6番2号 葵区の区域のうち静岡市千代田消防署の管轄区域以外の区域

 千代田消防署  静岡市葵区東千代田二丁目1番10号

葵区の区域のうち春日一～三丁目、音羽町、東鷹匠町、春日町、瓦場町、太田町、横内町、巴町、長谷町、安東一、二、三丁目、城東町、
北安東一～五丁目、丸山町、浅間町一、二丁目、安東柳町、大岩本町、大岩宮下町、大岩、大岩町、大岩一～四丁目、緑町、上沓谷町、西
千代田町、上足洗、上足洗一～四丁目、銭座町、沓谷、沓谷一～六丁目、千代田一～七丁目、千代田、東千代田一～三丁目、竜南一～三丁
目、城北、城北二丁目、岳美、岳美一丁目、池ケ谷、池ケ谷東、唐瀬一～三丁目、南、南一、二丁目、有永、有永町、羽高、羽高町、あさ
はた一、二丁目、北、北一～五丁目、東、東一、二丁目、芝原、柳原、赤松、前林、平柳、漆山、牛田、天神前、野丈、諏訪、薬師、流通
センター、観山、豊地、立石、加藤島、上土新田、上土一、二丁目、川合、川合一～三丁目、南沼上、南沼上一～三丁目、北沼上、平山、
長尾、瀬名、瀬名一～七丁目、瀬名中央一～四丁目、東瀬名町、西瀬名町、南瀬名町、瀬名川一～三丁目、古庄一～六丁目、長沼、長沼一
～三丁目、長沼南、東静岡一丁目、柚木、宮前町、福田ヶ谷、下、門屋、牛妻、郷島、野田平、俵沢、油島、俵峰、油山、松野、津渡野、
相淵、蕨野、横山、平野、中平、渡、有東木、入島、梅ヶ島、中沢、桂山、落合、森腰、内匠、腰越、横沢、長熊、奥池ヶ谷、大沢、柿
島、長妻田、油野、上落合、口仙俣、奥仙俣、口坂本、井川、岩崎、上坂本、小河内及び田代の区域

 駿河消防署  静岡市駿河区南八幡町10番30号 駿河区の区域

 清水消防署  静岡市清水区東大曲町6番8号 清水区の区域のうち静岡市港北消防署及び静岡市日本平消防署の管轄区域以外の区域

 港北消防署  静岡市清水区庵原町592番地の8

清水区の区域のうち愛染町、田町、宮下町、辻三丁目、矢倉町、袖師町、西久保、横砂、西久保一丁目、横砂東町、横砂南町、横砂西町、
横砂本町、横砂中町、新丹谷、伊佐布、庵原町、尾羽、草ヶ谷、杉山、原、広瀬、茂畑、山切、吉原、興津東町、興津井上町、興津清見寺
町、興津中町、興津本町、承元寺町、谷津町一、二丁目、八木間町、小島町、小島本町、小河内、宍原、立花、但沼町、大平、清地、河
内、茂野島、高山、葛沢、土、中河内、西里、布沢、和田島、蒲原、蒲原一～四丁目、蒲原神沢、蒲原小金、蒲原新栄、蒲原新田一、二丁
目、蒲原堰沢、蒲原中、蒲原東、由比、由比阿僧、由比今宿、由比入山、由比北田、由比寺尾、由比西倉澤、由比西山寺、由比東倉澤、由
比東山寺、由比町屋原及び由比八千代の区域

 日本平消防署  静岡市清水区村松625番地の4

清水区の区域のうち堂林二丁目、上二丁目、梅田町、梅が岡、岡町、下清水町、南岡町、神田町、中矢部町、月見町、大沢町、川原町、北
矢部、船越、船越町、船越一、二、三丁目、南矢部、船越南町、船越東町、清水町、本町、松井町、港町一、二丁目、美濃輪町、八千代
町、日の出町、築地町、富士見町、入船町、北矢部町一、二丁目、幸町、三光町、庄福町、清開一、二、三丁目、村松地先新田、新緑町、
沼田町、日立町、緑が丘町、宮加三、村松、村松原一、二、三丁目、向田町、村松一丁目、上力町、駒越、増、蛇塚、駒越北町、駒越東
町、駒越南町、駒越中一、二丁目、駒越西一、二丁目、港南町、殿沢一、二丁目、迎山町、折戸、折戸一～五丁目、三保松原町、三保、草
薙の一部及び馬走の一部の区域

 島田消防署  島田市旗指513番地の1 島田市及び榛原郡川根本町の区域

 牧之原消防署  牧之原市波津191番地1
牧之原市の区域のうち大江、大沢、大沢一丁目、大寄、男神、片浜、鬼女新田、黒子、西山寺、相良、汐見台、菅ケ谷、須々木、中西、西
萩間、波津、波津一丁目、波津二丁目、波津三丁目、東萩間、蛭ケ谷、福岡、松本、女神、和田、落居、笠名、地頭方、地頭方一丁目、新
庄、堀野新田、白井の一部及び牧之原の一部の区域

 吉田消防署  榛原郡吉田町住吉1386番地の5 牧之原市の区域のうち静岡市牧之原消防署の管轄区域以外の区域及び榛原郡吉田町の区域

静岡市消防局管内の消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりです。（R4.1.20現在）


